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2026年4月 テクノ産業の休日カレンダー
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スタイルは異なりますがすべて一緒です。
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++ 令和8年4月から雇用保険料率が改定されます

Wi -Fi規格に対応したデバイスを使用する必要がありますのでご注意ください。

【てくのクテ】では、ジャンルを問わず、テクノ産業がお届けしたい情報を皆さまへ発信してまいります。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◆◆◆住所が変わりました◆◆◆ 

カップ麺！

UCCドリップポッドを
使用します。別売り

あっという間に4月てくのぉ！
さくらが満開になっている地区も
多くなってきたてくのぉ！

４月は新しい年度ということもあり
いろいろ準備が大変なこともあるてくのぉ！
でも、てっくんはいつも準備万端てくのぉ！

オリンピックとWBCが終わって６月からワールドカップ！
7月にはバレーボールネーションズリーグ
とスポーツづくしになるてくのぉ！

今回のWBCはネットフリックス独占配信で
てっくんも加入してみたてくのぉ！

ＷＢＣはとてもよかったけど、てっくん的
には「地面師たち」にドはまりてくのぉ！

そして、ＢＴＳの復帰ライブ！
町自体がライブ会場って
とてもすごいてくのぉ！

■雇用保険料が令和8年4月1日から改定
令和８（202 ６）年４月１日から令和９（202 ７）年３月31 日までの雇用保険料
率は以下のとおりです。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000 に変更になります。

（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000 に変更になります）
・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000 です。

（建設の事業は4.5/1,000 です）

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については 一般の事業の率が適用されます。

■令和8年4月1日からの雇用保険料率 （赤字は変更部分）
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アカウント作成画面

■アイコンから選択する

アイコンから

得られる利益や配当が無期限で非課税になりま
す。これにより、長期的な投資が促進されます。

制度併用

実際に設置した場合

200 円

200 円

132 万円以下

■令和8年3月(４月納付)からの健康保険料率が改定されます

令和7年3月（4月納付分）までの給与・賞与 令和8年3月分（4月納付分）からの給与・賞与

※40 歳から64 歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料率
（1.62 ％）が加わります。

■介護保険料率も改定されます

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）
からの適用となります。【社会保険料は従業員と会社が半分づつ負担する労使折半になります。】
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分（4月納付分）から変更となります。

1.59 ％ 1.62 ％

■子ども・子育て支援金制度が始まります【令和８年４月（５月納付分）より】

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源を確保するために創設される仕組みで、医療保険料に上乗せす
る形で国民や企業が広く負担します。集められた財源は、児童手当の拡充や保育サービスの充実、育児支援の強
化などに活用され、子育て世帯の負担軽減と安心して子どもを育てられる環境整備を目的としています。

子ども子育て支援率：2.3 ％

※厚生年金保険料は据え置きになります。
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